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上高地

内　　容 健康保険・厚生年金保険及び国民年金の適用及び給付について

※1事業所2名まで（同一の会場・時間でなくても可）

※会費未納事業所及び非会員事業所は、1名につき1,200円（資料代）を申し受けます。

※定員になり次第、締切とさせていただきます。

下記のとおり講習会を開催いたします。
ご都合のよい会場へご参加ください。

社会保険事務講習会
のお知らせ

社会保険事務講習会
のお知らせ

募集定員 各会場 100名
講　　師 日本年金機構年金事務所職員、全国健康保険協会長野支部職員

費　　用 無料
申込方法 下記の参加申込書にご記入いただき、FAX にてお申し込みください。

参加者には、後日ハガキにより受付票を送付いたします。
（受付票が届かない場合は、FAXが届いていないかと思われますので、ご連絡をお願いします）

申込期限 平成27年8月21日㈮

参加申込書

〒

（　　　　　　　）　　　　　　　　　　－

参 加 者 氏 名 会 場
午前
午後

※ご記入いただきました個人情報は、本事業の運営及びそれに関するご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

＊長野会場については希望時間も明記してください。

フ リ ガ ナ

事業所整理記号

事 業 所 名 称

事業所所在地

電 話 番 号

（一財）長野県社会保険協会東北信事務センター
TEL 026-227-1455FAX 026-223-4876お申し込み

中信会場 9/14㈪ キッセイ文化ホール
・松本市水汲69-2

伊那会場 9/8㈫ 伊那プリンスホテル
・箕輪町松島8288 -１

長野会場 9/17㈭ 若里市民文化ホール（会議室）
・長野市若里3 -22- 210：00～12：00

14：00～16：00
時間

東信会場 9/11㈮ 上田中央公民館
・上田市材木町1-2-314：00～16：00時間

13：30～15：30時間

飯田会場 9/3㈭ 飯田人形劇場
・飯田市高羽5 -5 - 113：30～15：30時間 13：30～15：30時間

南信会場 9/2㈬ 諏訪市文化センター
・諏訪市湖岸通り5-12-1813：30～15：30時間

（一財）長野県社会保険協会中南信事務センター
TEL 0266-21-2422FAX 0266-21-2423お申し込み

参 加 者 氏 名 会 場
午前
午後

フ リ ガ ナ

一般財団法人 長野県社会保険協会
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　協会けんぽでは、加入者の皆様の負担軽減や、健康保険財政の改善につながることから、「ジェネ
リック医薬品（後発医薬品）」の普及を促進しています。

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先
発医薬品）と同等の有効成分、効能があると国から認
められた安価なお薬です。効き目や安全性も、新薬と
同等であると承認されています。

　まずはかかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。診察時または処方せんを渡すときに「ジェネリック医薬品に
変更できますか」と尋ねてみてください。
　また、協会けんぽでは「ジェネリック医薬品を利用したい」という声を医師や薬剤師にお伝えしやすくするため
に、「ジェネリック医薬品希望シール」を作成しています。お手持ちの健康保険証またはお薬手帳の余白部分に貼付
け、病院、薬局を受診する際に提示してください。
　ジェネリック医薬品希望シールをご希望の方は協会けんぽ長野支部までお気軽にお問合せください。

　協会けんぽ長野支部では、事業所での健康づくりに取
り組む意思をお持ちの事業主様に、『健康づくりチャレン
ジ宣言』をご提案しています。
　自社で取り組む健康づくりをご検討いただき、協会けんぽ長野支
部のホームページに掲載されている『健康づくりチャレンジ宣言エ
ントリーシート』をご提出いただければエントリー完了です。ご提
出いただいたシートをもとに、協会けんぽが宣言書を作成してお送
りいたします。「健康づくりに興味はあるけれども、なにから始めた
らいいかわからない」というご担当者様には、チャレンジ宣言実施
マニュアルや、健康課題発見に役立つチェックシートなどもホーム
ページにご用意しています。またお電話・訪問等でもご相談の対応
をさせていただきます。
　どんなに小さなことからでも構いませんので、一緒に健康づくり
を始めてみませんか？

協会けんぽからのお知らせ事業報告・収支決算報告
　会員の皆様には、当会の事業運営にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。６月３
日（水）に理事会、６月18日（木）に評議員会を開催し、平成26年度の事業報告及び収支決算
（監査報告を含む）について、審議が行われ全て承認されました。
　事業内容と収支決算につきまして、次のとおり報告します。

事業報告

収支計算書

□広報活動
　①機関紙の発行
「協会だより」を年４回発行し、社会保険制度及び本
会事業の周知を図りました。
　②事務の手引き等の作成
「社会保険の手引き・協会事業の案内」を作成、配布

し、制度の周知と広報の充実に努めました。
　③事務研修会の開催
社会保険事務講習会、ねんきん説明会を開催し、社会
保険事業の普及発展に努めました。
　　　社会保険事務講習会
　　　　・長野会場　　９月18日　168名
　　　　・東信会場　　９月16日　  42名
　　　　・南信会場　　９月 ２日　  38名
　　　　・伊那会場　　９月 ９日　  41名
　　　　・飯田会場　　９月 ３日　  51名
　　　　・中信会場　　９月11日  　52名
　　　ねんきん説明会
　　　　・長野会場　　１月27日　  67名
　　　　・東信会場　　１月28日　  14名
　　　　・南信会場　　１月27日　  13名
　　　　・伊那会場　　１月28日　  15名
　　　　・飯田会場　　１月29日　  18名
　　　　・中信会場　　２月 ３日　  19名

　④ホームページの活用
協会の情報並びに社会保険制度の最新情報の提供を目
的にホームページを更新し、事業の周知を図りました。

□保健・福祉事業
　①健康ウォーキングの開催
　　　・11月29日（支部と共催）　諏訪湖
　　　　　１周コース　　　　　  27名
　　　　　半周遊覧船コース　　  84名
　②プール利用補助（7月～8月）
県内９施設　2,984名

　③各支部体育奨励・健康増進事業の実施
□関係団体への助成
会員及び被保険者等の保健・福祉に寄与する団体に予
算の範囲内で助成しました。
　（助成団体）
　　　長野県社会保険委員会連合会
□諸会議
事業の適正、円滑な運営を図るため、理事会・評議員
会の開催及び関係機関の諸会議に出席しました。
　・理事会　　６月、３月
　・評議員会　６月、３月
　・関東地区社会保険協会打合会　７月
　・中部地区社会保険協会事務打合会　10月
　・社会保険協会理事セミナー　１月

（一財）長野県
社会保険協会 平成26年度

ジェネリック医薬品て何だろう？

ジェネリック医薬品を処方してもらうには？

ジェネリック医薬品をご存知ですか?

科　　　　　目

Ⅰ　事業活動収支の部

 １．事業活動収入

  基本財産利息収入

  特定資産利息収入

  会費収入

  負担金収入

予　算　額

 5,000

 100,000

 67,604,000

 3,505,000

決　算　額

 1,998

 2,335

 66,468,390

 3,988,000

差　　異

3,002

97,665

1,135,610

△ 483,000

備　　考

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

　ジェネリック医薬品は、新薬の有効成分を利用して
開発されており、開発にかかるコストを大幅に抑える
ことができます。そのため、新薬よりも価格を安く設
定することができるのです。

なぜジェネリック医薬品は安いの？

高血圧や糖尿病などの生活習慣病をはじめ、身近な疾病である花粉症や風邪な
どにもジェネリック医薬品を使用することができるんですよ
ジェネリック医薬品は、飲みやすい形や大きさに変えるなどの工夫が図られています。

全国健康保険協会 長野支部

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagano/
〒380-8583 長野市南長野西後町１５９７-１　長野朝日八十二ビル８階

代表：健康保険給付・任意継続…………………026-238-1250
　　　健診・特定保健指導………………………026-238-1253
　　　保険料率・ジェネリック医薬品…………026-238-1251
　　　レセプト・医療費のお知らせ……………026-480-0562

健康づくりは幸せづくり　　私たちが応援します

始めませんか
『職場で健康づくり！』

協会けんぽ 長野詳しくは長野支部のホームページ、
『健康づくり』のコーナーでご覧いただけます。 で検索！

　協会けんぽ長野支部のメールマガジ
ンでは、健康づくりのお役立ち情報や
セミナー開催の案内、制度改正に関す
る情報などをいち早くお伝えいたしま
す。どなたでもご利用いただけますの
で、是非ご登録ください！

協会けんぽ長野支部の
メールマガジン
会員募集中です

詳しい情報は、
協会けんぽ長野支部ホ
ームページ左下の「メー
ルマガジン」をクリック！

配信日は毎月15日
（休日・祝日の場合は翌営業日）です。
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日本年金機構からのお知らせ

科　　　　　目

　　　　　　　受取利息収入

　　　　　　　雑収入

　　　　　事業活動収入計 

　　　　２．事業活動支出

 　　①事業費支出

　　　　　　　広報活動事業費支出

　　　　　　　制度普及事業費支出

　　　　　　　体育奨励事業費支出

　　　　　　　健康増進推進事業費支出

　　　　　　　助成事業費支出

　　　　　　　共通事業費支出

　　　　　事業費支出計

　　　　　　②管理費支出

　　　　　管理費支出計

　　　　事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部

　　　　１．投資活動収入

　　　　　　　事業運営補填金積立金取崩収入

　　　　　投 資 活 動 収 入 計

 ２．投資活動支出

　　　　　投 資 活動支出計

投資活動収支差額

Ⅲ　財務活動収支の部

 １．財務活動収入

　　　　　財 務 活 動収入計

 ２．財務活動支出

　　　　　財 務 活動支出計

財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出

当 期 収 支 差 額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

予　算　額

9,000

 25,000

 71,248,000

 14,535,000

 5,017,000

 6,245,600

 34,163,500

 1,630,000

 6,550,900

 68,142,000

   21,590,000

 89,732,000

△ 18,484,000

 9,857,000

 9,857,000

 0

 9,857,000

 0

 0

 0

 1,106,000

△ 9,733,000

 9,733,000

 0

決　算　額

3,188

 50,800

 70,514,711

 14,082,370

 4,273,036

 5,131,679

 26,394,047

 1,550,553

 5,004,374

 56,436,059

  20,486,518

 76,922,577

△ 6,407,866

 7,000,000

 7,000,000

 0

 7,000,000

 0

 0

 0

 0

592,134

 7,301,387

 7,893,521

差　　異

5,812

△ 25,800

733,289

452,630

743,964

1,113,921

7,769,453

79,447

1,546,526

11,705,941

1,103,482

12,809,423

△ 12,076,134

2,857,000

2,857,000

0

0

0

0

0

1,106,000

△ 10,325,134

2,431,613

△ 7,893,521

備　　考

「賞与支払届」の 提出はお済みですか
　被保険者に賞与を支払ったときは、支給日から５日以内に「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」の
提出が必要となります。この届出により、保険料や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる「標準賞
与額」を決定します。
《届出にあたっての注意点》
　●賞与支払予定月を当機構に登録している事業所には、届出用紙を前月に送付します。
　　賞与支払予定月を登録していない場合は送付されませんので、日本年金機構ホームページの「申請・届出様式」から
　　ダウンロードするか、年金事務所からお取り寄せください。
　　※賞与支払予定月を当機構に登録すると、被保険者の氏名や生年月日等を印字した届出用紙を事前に送付します。
　　　管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更（訂正）届（処理票）」を提出していただき、賞与支払予定月をぜひご登録ください。

　●登録している賞与支払予定月に支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみ提出が必要となりますので、ご注
　　意ください。
　●年４回以上賞与を支払う場合は、「標準報酬月額」（算定基礎届）に算入することになりますので、「賞与支払届」の提
　　出は不要です。

「第３号被保険者」の届書に関するお願い
　20歳になられた方、海外から転入された方などの年金手帳をお持ちでない被扶養配偶者から、「国民年
金第３号被保険者該当届」の提出があった場合、当機構において年金手帳を作成する前に、氏名・生年
月日・住民票の住所により、すでに年金手帳が発行されていないか確認を
行っています。このため、基礎年金番号（または手帳記号番号）が記載さ
れていない「国民年金第３号被保険者該当届」については、届出人欄の
「住所」に住民票の住所を記入するよう被保険者の方にお知らせしてくだ
さい。
　なお、住民票の住所等の確認ができない場合は、被保険者または事業主
の方へ照会をさせていただくことがありますので、ご理解とご協力をお願
いします。

「わたしと年金」エッセイを募集しています
　日本年金機構は、11月を「ねんきん月間」と位置付け、厚生労働省と協力し
て啓発事業を展開し、全国各地でねんきん出張相談などを開催します。
　その一環として、広く国民の皆さまから「公的年金制度との関わり」につい
てのエッセイを募集します。テーマは「公的年金の大切さ」や「社会保障とし
ての公的年金の意義」に関するエピソードなど、なんでも結構です。
　募集要項は日本年金機構ホームページでご確認ください。
　たくさんのご応募をお待ちしています。

検 索27年度　わたしと年金エッセイ
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日本年金機構からのお知らせ

科　　　　　目

　　　　　　　受取利息収入

　　　　　　　雑収入

　　　　　事業活動収入計 

　　　　２．事業活動支出

 　　①事業費支出

　　　　　　　広報活動事業費支出

　　　　　　　制度普及事業費支出

　　　　　　　体育奨励事業費支出

　　　　　　　健康増進推進事業費支出

　　　　　　　助成事業費支出

　　　　　　　共通事業費支出

　　　　　事業費支出計

　　　　　　②管理費支出

　　　　　管理費支出計

　　　　事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅱ　投資活動収支の部

　　　　１．投資活動収入

　　　　　　　事業運営補填金積立金取崩収入

　　　　　投 資 活 動 収 入 計

 ２．投資活動支出

　　　　　投 資活動支出計

投資活動収支差額

Ⅲ　財務活動収支の部

 １．財務活動収入

　　　　　財 務 活動収入計

 ２．財務活動支出

　　　　　財 務活動支出計

財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出

当 期 収 支 差 額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

予　算　額

9,000

 25,000

 71,248,000

 14,535,000

 5,017,000

 6,245,600

 34,163,500

 1,630,000

 6,550,900

 68,142,000

   21,590,000

 89,732,000

△ 18,484,000

 9,857,000

 9,857,000

 0

 9,857,000

 0

 0

 0

 1,106,000

△ 9,733,000

 9,733,000

 0

決　算　額

3,188

 50,800

 70,514,711

 14,082,370

 4,273,036

 5,131,679

 26,394,047

 1,550,553

 5,004,374

 56,436,059

  20,486,518

 76,922,577

△ 6,407,866

 7,000,000

 7,000,000

 0

 7,000,000

 0

 0

 0

 0

592,134

 7,301,387

 7,893,521

差　　異

5,812

△ 25,800

733,289

452,630

743,964

1,113,921

7,769,453

79,447

1,546,526

11,705,941

1,103,482

12,809,423

△ 12,076,134

2,857,000

2,857,000

0

0

0

0

0

1,106,000

△ 10,325,134

2,431,613

△ 7,893,521

備　　考

「賞与支払届」の 提出はお済みですか
　被保険者に賞与を支払ったときは、支給日から５日以内に「賞与支払届」と「賞与支払届総括表」の
提出が必要となります。この届出により、保険料や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる「標準賞
与額」を決定します。
《届出にあたっての注意点》
　●賞与支払予定月を当機構に登録している事業所には、届出用紙を前月に送付します。
　　賞与支払予定月を登録していない場合は送付されませんので、日本年金機構ホームページの「申請・届出様式」から
　　ダウンロードするか、年金事務所からお取り寄せください。
　　※賞与支払予定月を当機構に登録すると、被保険者の氏名や生年月日等を印字した届出用紙を事前に送付します。
　　　管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更（訂正）届（処理票）」を提出していただき、賞与支払予定月をぜひご登録ください。

　●登録している賞与支払予定月に支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみ提出が必要となりますので、ご注
　　意ください。
　●年４回以上賞与を支払う場合は、「標準報酬月額」（算定基礎届）に算入することになりますので、「賞与支払届」の提
　　出は不要です。

「第３号被保険者」の届書に関するお願い
　20歳になられた方、海外から転入された方などの年金手帳をお持ちでない被扶養配偶者から、「国民年
金第３号被保険者該当届」の提出があった場合、当機構において年金手帳を作成する前に、氏名・生年
月日・住民票の住所により、すでに年金手帳が発行されていないか確認を
行っています。このため、基礎年金番号（または手帳記号番号）が記載さ
れていない「国民年金第３号被保険者該当届」については、届出人欄の
「住所」に住民票の住所を記入するよう被保険者の方にお知らせしてくだ
さい。
　なお、住民票の住所等の確認ができない場合は、被保険者または事業主
の方へ照会をさせていただくことがありますので、ご理解とご協力をお願
いします。

「わたしと年金」エッセイを募集しています
　日本年金機構は、11月を「ねんきん月間」と位置付け、厚生労働省と協力し
て啓発事業を展開し、全国各地でねんきん出張相談などを開催します。
　その一環として、広く国民の皆さまから「公的年金制度との関わり」につい
てのエッセイを募集します。テーマは「公的年金の大切さ」や「社会保障とし
ての公的年金の意義」に関するエピソードなど、なんでも結構です。
　募集要項は日本年金機構ホームページでご確認ください。
　たくさんのご応募をお待ちしています。

検 索27年度　わたしと年金エッセイ
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　協会けんぽでは、加入者の皆様の負担軽減や、健康保険財政の改善につながることから、「ジェネ
リック医薬品（後発医薬品）」の普及を促進しています。

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先
発医薬品）と同等の有効成分、効能があると国から認
められた安価なお薬です。効き目や安全性も、新薬と
同等であると承認されています。

　まずはかかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。診察時または処方せんを渡すときに「ジェネリック医薬品に
変更できますか」と尋ねてみてください。
　また、協会けんぽでは「ジェネリック医薬品を利用したい」という声を医師や薬剤師にお伝えしやすくするため
に、「ジェネリック医薬品希望シール」を作成しています。お手持ちの健康保険証またはお薬手帳の余白部分に貼付
け、病院、薬局を受診する際に提示してください。
　ジェネリック医薬品希望シールをご希望の方は協会けんぽ長野支部までお気軽にお問合せください。

　協会けんぽ長野支部では、事業所での健康づくりに取
り組む意思をお持ちの事業主様に、『健康づくりチャレン
ジ宣言』をご提案しています。
　自社で取り組む健康づくりをご検討いただき、協会けんぽ長野支
部のホームページに掲載されている『健康づくりチャレンジ宣言エ
ントリーシート』をご提出いただければエントリー完了です。ご提
出いただいたシートをもとに、協会けんぽが宣言書を作成してお送
りいたします。「健康づくりに興味はあるけれども、なにから始めた
らいいかわからない」というご担当者様には、チャレンジ宣言実施
マニュアルや、健康課題発見に役立つチェックシートなどもホーム
ページにご用意しています。またお電話・訪問等でもご相談の対応
をさせていただきます。
　どんなに小さなことからでも構いませんので、一緒に健康づくり
を始めてみませんか？

協会けんぽからのお知らせ事業報告・収支決算報告
　会員の皆様には、当会の事業運営にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。６月３
日（水）に理事会、６月18日（木）に評議員会を開催し、平成26年度の事業報告及び収支決算
（監査報告を含む）について、審議が行われ全て承認されました。
　事業内容と収支決算につきまして、次のとおり報告します。

事業報告

収支計算書

□広報活動
　①機関紙の発行
「協会だより」を年４回発行し、社会保険制度及び本
会事業の周知を図りました。
　②事務の手引き等の作成
「社会保険の手引き・協会事業の案内」を作成、配布
し、制度の周知と広報の充実に努めました。
　③事務研修会の開催
社会保険事務講習会、ねんきん説明会を開催し、社会
保険事業の普及発展に努めました。
　　　社会保険事務講習会
　　　　・長野会場　　９月18日　168名
　　　　・東信会場　　９月16日　  42名
　　　　・南信会場　　９月 ２日　  38名
　　　　・伊那会場　　９月 ９日　  41名
　　　　・飯田会場　　９月 ３日　  51名
　　　　・中信会場　　９月11日  　52名
　　　ねんきん説明会
　　　　・長野会場　　１月27日　  67名
　　　　・東信会場　　１月28日　  14名
　　　　・南信会場　　１月27日　  13名
　　　　・伊那会場　　１月28日　  15名
　　　　・飯田会場　　１月29日　  18名
　　　　・中信会場　　２月 ３日　  19名

　④ホームページの活用
協会の情報並びに社会保険制度の最新情報の提供を目
的にホームページを更新し、事業の周知を図りました。

□保健・福祉事業
　①健康ウォーキングの開催
　　　・11月29日（支部と共催）　諏訪湖
　　　　　１周コース　　　　　  27名
　　　　　半周遊覧船コース　　  84名
　②プール利用補助（7月～8月）
県内９施設　2,984名

　③各支部体育奨励・健康増進事業の実施
□関係団体への助成
会員及び被保険者等の保健・福祉に寄与する団体に予
算の範囲内で助成しました。
　（助成団体）
　　　長野県社会保険委員会連合会
□諸会議
事業の適正、円滑な運営を図るため、理事会・評議員
会の開催及び関係機関の諸会議に出席しました。
　・理事会　　６月、３月
　・評議員会　６月、３月
　・関東地区社会保険協会打合会　７月
　・中部地区社会保険協会事務打合会　10月
　・社会保険協会理事セミナー　１月

（一財）長野県
社会保険協会 平成26年度

ジェネリック医薬品て何だろう？

ジェネリック医薬品を処方してもらうには？

ジェネリック医薬品をご存知ですか?

科　　　　　目

Ⅰ　事業活動収支の部

 １．事業活動収入

  基本財産利息収入

  特定資産利息収入

  会費収入

  負担金収入

予　算　額

 5,000

 100,000

 67,604,000

 3,505,000

決　算　額

 1,998

 2,335

 66,468,390

 3,988,000

差　　異

3,002

97,665

1,135,610

△ 483,000

備　　考

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

　ジェネリック医薬品は、新薬の有効成分を利用して
開発されており、開発にかかるコストを大幅に抑える
ことができます。そのため、新薬よりも価格を安く設
定することができるのです。

なぜジェネリック医薬品は安いの？

高血圧や糖尿病などの生活習慣病をはじめ、身近な疾病である花粉症や風邪な
どにもジェネリック医薬品を使用することができるんですよ
ジェネリック医薬品は、飲みやすい形や大きさに変えるなどの工夫が図られています。

全国健康保険協会 長野支部

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/nagano/
〒380-8583 長野市南長野西後町１５９７-１　長野朝日八十二ビル８階

代表：健康保険給付・任意継続…………………026-238-1250
　　　健診・特定保健指導………………………026-238-1253
　　　保険料率・ジェネリック医薬品…………026-238-1251
　　　レセプト・医療費のお知らせ……………026-480-0562

健康づくりは幸せづくり　　私たちが応援します

始めませんか
『職場で健康づくり！』

協会けんぽ 長野詳しくは長野支部のホームページ、
『健康づくり』のコーナーでご覧いただけます。 で検索！

　協会けんぽ長野支部のメールマガジ
ンでは、健康づくりのお役立ち情報や
セミナー開催の案内、制度改正に関す
る情報などをいち早くお伝えいたしま
す。どなたでもご利用いただけますの
で、是非ご登録ください！

協会けんぽ長野支部の
メールマガジン
会員募集中です

詳しい情報は、
協会けんぽ長野支部ホ
ームページ左下の「メー
ルマガジン」をクリック！

配信日は毎月15日
（休日・祝日の場合は翌営業日）です。



CONTENTS

上高地

内　　容 健康保険・厚生年金保険及び国民年金の適用及び給付について

※1事業所2名まで（同一の会場・時間でなくても可）

※会費未納事業所及び非会員事業所は、1名につき1,200円（資料代）を申し受けます。

※定員になり次第、締切とさせていただきます。

下記のとおり講習会を開催いたします。
ご都合のよい会場へご参加ください。

社会保険事務講習会
のお知らせ

社会保険事務講習会
のお知らせ

募集定員 各会場 100名
講　　師 日本年金機構年金事務所職員、全国健康保険協会長野支部職員

費　　用 無料
申込方法 下記の参加申込書にご記入いただき、FAX にてお申し込みください。

参加者には、後日ハガキにより受付票を送付いたします。
（受付票が届かない場合は、FAXが届いていないかと思われますので、ご連絡をお願いします）

申込期限 平成27年8月21日㈮

参加申込書

〒

（　　　　　　　）　　　　　　　　　　－

参 加 者 氏 名 会 場
午前
午後

※ご記入いただきました個人情報は、本事業の運営及びそれに関するご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

＊長野会場については希望時間も明記してください。

フ リ ガ ナ

事業所整理記号

事 業 所 名 称

事業所所在地

電 話 番 号

（一財）長野県社会保険協会東北信事務センター
TEL 026-227-1455FAX 026-223-4876お申し込み

中信会場 9/14㈪ キッセイ文化ホール
・松本市水汲69-2

伊那会場 9/8㈫ 伊那プリンスホテル
・箕輪町松島8288 -１

長野会場 9/17㈭ 若里市民文化ホール（会議室）
・長野市若里3 -22- 210：00～12：00

14：00～16：00
時間

東信会場 9/11㈮ 上田中央公民館
・上田市材木町1-2-314：00～16：00時間

13：30～15：30時間

飯田会場 9/3㈭ 飯田人形劇場
・飯田市高羽5 -5 - 113：30～15：30時間 13：30～15：30時間

南信会場 9/2㈬ 諏訪市文化センター
・諏訪市湖岸通り5-12-1813：30～15：30時間

（一財）長野県社会保険協会中南信事務センター
TEL 0266-21-2422FAX 0266-21-2423お申し込み

参 加 者 氏 名 会 場
午前
午後

フ リ ガ ナ

一般財団法人 長野県社会保険協会
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ジェネリック医薬品をご存知ですか？…5
始めませんか『職場で健康づくり！』…5
メールマガジン会員募集中です………5
長野県社会保険協会からのお知らせ
社会保険事務講習会のお知らせ………6

平成26年度事業報告・収支決算報告 …2・3
日本年金機構からのお知らせ
「賞与支払届」の提出はお済みですか…4
「第３号被保険者」の届書に関するお願い…4
「わたしと年金」エッセイを募集しています…4

6

発
行

　一
般
財
団
法
人
長
野
県
社
会
保
険
協
会

　蕁
0
2
6
（
2
2
6
）
5
2
4
0

協会だより　ながの

No.20
平成27年8月発行

協会だより

平成27年８月

kuranouchi
取り消し線

kuranouchi
テキストボックス
締切ました 


